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　１ 職員の任免及び職員数に関する状況

人 人 人 人

(注)　職員数は、一般職に属する職員数です。

    (２)部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

人 人 人 再任用短時間職員の配置

人 人 人 多摩北部都市広域行政圏協議会の設置終了

人 人 人 育休代替の解消

人 人 人 退職後不補充

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人 欠員不補充

人 人 人 (参考:人口10,000人当たり職員数 人)

人 人 人 欠員補充

人 人 人

人 人 人 (参考:人口10,000人当たり職員数 人)

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人 (参考:人口10,000人当たり職員数 人)

(注)１　職員数は、一般職に属する職員数です。

(注)２　[     ]内は、条例定数の合計とその増減人員数です。
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(注)　職員数は、一般職に属する職員数です。

 　(４)東久留米市財政健全経営計画における定員管理の数値目標及び進捗状況

（各年４月１日現在）

人 人 人 人 人 0 人 ％

人 人 人 人 人 9 人 ％

人 人 人 人 9 人 ％

(注)　職員数は一般職に属する職員のうち被災地派遣職員、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会派遣職員を除いた

　　職員数です。

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人
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～
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～

　２　職員の競争試験の状況（平成30年度）
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　３　職員の給与の状況

 　(１)人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 ％ ％

 　(２）職員給与費の状況（普通会計決算）

千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には、退職手当を含みません。

（注）２　職員数は、平成30年４月１日現在の一般職に属する普通会計部門の職員数です。（再任用短時間勤務職員を除く）

（注）３　給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

（注）４　給与費の計には、事業費支弁職員給を含みます。

 　(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

　　　　（注）　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　　　　　　　　　　　

職員数（A)

854,168

区　分

区分

平成30年度

6,306
552

人件費
(B)

人件費率
(B/A)

41,059,311

職員手当

住民基本台帳人口
(平成31年1月1日）

歳出額
(A)

116,896

平成30年度
1,984,654

13.15,393,939

551,770

13.5

3,481,165

給　与　費  一人当たりの給与費
（B/A)給料

人
期末・勤勉手当 計（B)

(参考）
平成29年度の

人件費率

平成25年

109.2

平成25年

99.2
平成25年

98.5

平成30年

100.8
平成30年

99.6
平成30年

99.1

90

95

100

105

110

東久留米市 類似団体平均 全国市平均
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歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

 (注）１ 「平均給料月額」とは、平成31年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

 (注）２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び時

間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。ただし、期末・勤勉手当は含みません。　

　　　　　　　　 (注）３ 「平均給与月額(国ベース)」とは、国家公務員の平均給与月額に時間外勤務手当、特殊勤務手当等

の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

 (注）４ 個人情報保護の観点から、対象となる職員数が１人又は２人の場合は「アスタリスク(＊)」としています。

その他、数値のない欄については、「ハイフン(－)」としています。

　　　　　 　　　

円 円 円 円

円 円

個人情報保護の観点から、対象となる職員数が１人又は２人の場合は「アスタリスク(＊)」としています。

その他、対象となる職員がいない場合は「ハイフン(－)」としています。

261,774

312,333

経験年数19年～21年

区　分

国

323,227

43.4

287,312

経験年数29年～31年

＊

技能労務職

352,440

平均給料月額

329,433

平均給与月額

経験年数24年～26年

＊

-

＊

- 328,750

円

大学卒

- ＊

-

317,069

＊

383,584 354,688

＊

平均年齢

411,123

312,600

145,600

平均給与月額
(国ベース)

364,350415,065

46.0

中学卒

高校卒

-

経験年数９年～11年

総合職

＊

大学卒程度

技能労務職

393,747

185,200

一般行政職
＊

円

円

平均年齢 平均給与月額

一般行政職

平均給料月額

355,799

　うち清掃作業員

区　　　　分

360,443 393,910

初任給

50.9

高校卒程度

高校卒

183,700

148,600 円

(注）

国

329,380

   (６) 職員の経験年数別･学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

　  (４) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成31年４月１日現在）

-

438,285

49.3

　うち学校給食員

東久留米市 48.8

区　分

国

   (５) 職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

区　分

平均給与月額
(国ベース)

40.5 307,967

　うち用務員

354,987

東久留米市

一般行政職

＊ ＊

東久留米市
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　　ア　行政職給料表（一）等級別基準職務表

（注）　端数処理のため、構成比の合計が100％にならない場合があります。

　　イ　行政職給料表（二）等級別基準職務表

（注）　端数処理のため、構成比の合計が100％にならない場合があります。

　  (８)　職員手当の状況

（注）１　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

（注）２　１人当たりの平均支給額は、特別職を除いた額です。

２　　級

副参事の職務で課長及びこれに相当する職務

主事の職務で課長補佐及びこれに相当する職務

-

１　　級

４　　級 - -

35人

職員数 構成比

主事の職務で係長及びこれに相当する職務

9人

210人

2.0％

 　(７) 等級別・職制上段階別の職員数の状況（平成31年４月１日現在）

100.0％

標準的な職務内容

職務の級

36.1％

11人

-

主事の職務で統括技能長の職務

３　　級 主事の職務で技能長の職務

32人

1人当たりの平均支給額

  　期末手当・勤勉手当(平成30年度）

１　　級 主事の職務で定型的な業務を行う職務

５　　級

４　　級

91人
３　　級

２　　級

職務の級

6.3％

(0.95月)

33.27075月分

1.85月

4.60月
(2.40月）

(1.45月)

201人

37.7％

47.709月分43.00月分

主事の職務で技能主任の職務

(0.90月)

合計

勤勉手当

16.3％

標準的な職務内容

1.6％

有り職務段階別加算

主事の職務で定型的な業務を行う職務

―

国

期末手当

東　久　留　米　市

勤勉手当

1,521千円

支給率

支給割合

-

2.00月

定年前1年につき3％を
上限とした割増（最大45％）

定年前早期退職特例措置

1人当たりの平均支給額

（注）２　１人当たりの平均支給額は、特別職を除いた額です。

勤続35年

1,899千円

勤続20年

主事の職務で主任及びこれに相当する職務

参事の職務で部長及びこれに相当する職務

勤続25年

最高限度

39.7575月分

自己都合

28.0395月分

20,175千円

（注）１　１人当たりの平均支給額は、平成30年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額となっています。

47.709月分

-

24.586875月分

4.45月
(2.35月）

国

（1.45月）

東久留米市

構成比

19.6695月分

30.50月分

定年前1年につき2％を割増
（最大20％）

2.60月

23.00月分

-

47.709月分

43.00月分

    退職手当（平成31年４月１日現在）

区　分
自己都合

有り

職員数

定年･応募認定定年･勧奨

区分

2.60月

期末手当

-
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％ 人 ％

500 円

   時間外勤務手当

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

区　分

282,799

千円

　　特殊勤務手当（平成31年４月１日現在）

支給実績（平成30年度決算）

511

１体

全　職　種

　 円

2.5

全地域

支給実績（平成30年度決算）

631

　　地域手当（平成31年４月１日現在）

支給率

 　円

国の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

支給対象職員数

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度）

支給対象地域

10

231,676

主な支給対象業務

手当の種類（手当数） 1

清掃職員など

　 ％

105

千円

6,531

不快手当

支給実績（平成29年度決算）

小動物の死体処理

左記職員に対する支給単価

種類

千円

427職員１人当たり支給年額（平成30年度決算） 千円

支給実績（平成30年度決算）

主な支給対象職員手当の名称

職員１人当たり支給年額（平成29年度決算）

千円229,980

千円

364,469

6
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円

円

円

円

円

192,630 円

支給職員1人当たり
平均支給年額

（平成30年度決算）

異なる

支給対象者、
支給対象区分、
支給単価

36,600

12,749

内容及び支給単価

子ども
扶養手当

39,415

休日勤務
手　　　当

円161,375

円

円

異なる

円

千円

千円

交通用具使用者
の使用距離、支
給額

79,787

国の制度と
異なる内容

支給実績
(平成30年度

決算)

当該年度末35歳未満の借家・借間
に居住する世帯主など

4,000 円

円

配偶者（課長職を除く）

16歳～22歳の子どもがいる場合
の加算

通勤手当

15,000

その他の親族
支給対象者、
支給単価

9,000

　　その他の手当（平成31年４月１日現在）

管理職
手　 当

住居手当

6,000

3,000

手　当　名
国の制度
との異同

6,000

配偶者（課長職）

862,657

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５
時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対
して支給
勤務1時間当たりの単価×25％

異なる

千円

・交通機関を利用する職員に対しては６ヶ月通勤
定期代を一括支給
・バス利用の者に対しては必要金額をICカードな
どの使用金額に換算し支給
・交通用具（自動車、自転車など）使用者に対して
は、用具の種類、距離によって細分化された一律
の金額を毎月支給

異なる

異なる

勤務１時間当たり
の単価算出方法

部長職     　   98,800
課長職      　  65,340

千円39,682

休日において正規の勤務時間中に勤務すること
を命ぜられた職員に対して支給
勤務1時間当たりの単価×135％

支給対象者、
支給額

円
円

千円 54,457

千円

7,297

夜間勤務
手　　　当

勤務１時間当たり
の単価算出方法

366,991異なる 1,468
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（１期の手当額） （支給時期）

給料月額

　　　　　に基づく月額です。

　４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　　　　再任用短時間勤務職員を除いた日数です。

　　育児休業を取得した職員数と取得期間 （単位：人）

1

　　　　　の特例に関する条例」に基づく月額です。　　

（注）１　市長の給料月額について、（）内は、「東久留米市特別職のうち市長に支給する給料の特例に関する条例」

区　分

　　特別職の報酬などの状況（平成31年４月１日現在）

給　料　月　額　等

副 市 長

960,000円（864,000円）

議 長

副 議 長

480,000円（456,000円）

550,000円（522,500円）

840,000円

副 議 長

議 員

市 長

教 育 長 770,000円

市 長 　　（平成30年度支給割合）

休憩時間

備考

市 長

副 市 長 1,008万円

1,536万円

任期終了時

　　　1週間の
正規の勤務時間

開始時間

（注）２　議長、副議長及び議員の報酬月額について、（）内は、　「東久留米市議会議員の議員報酬及び期末手当

任期終了時

期
末
手
当

副 市 長

(算定方式)　　

給
料

議 長

4.45月分

4.50月分

報
酬

14.4日

17時15分職員の勤務時間

１年で取得しなかった日数がある場合には、翌年度に限り繰越し可
年次有給休暇

支給率

議 員

96万円×在職年数×400/100

平均取得日数(平成30年度)

38時間45分 12時～13時

15

（注）　平均取得日数は、年度の中途に採用された者及び退職した者並びに育児休業中の職員、休職中の職員、派遣職員、

１年に20日を限度として付与

5

取
得
者
数

２年６月超え

育児休業取得期間

６月以下
１年６月超え

２年以下
１年超え

１年６月以下
　６月超え
１年以下

合計

6 1 1

２年超え
２年６月以下

1

8時30分

510,000円（484,500円）

休息時間

任期終了時577万5千円

退
職
手
当 教 育 長

84万円×在職年数×300/100

「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期勤めた場合に
おける退職手当の見込額です。

無し

内　　容

終了時間

　　（１）一般職員の勤務時間の状況及び年次有給休暇の取得状況（平成31年４月１日現在）

　　(２)育児休業の取得状況（平成30年度）

77万円×在職年数×250/100

　　（平成30年度支給割合）

教 育 長
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　　介護休暇を取得した職員数と取得期間 （単位：人）

　５　職員の分限及び懲戒処分の状況

　６　職員の服務の状況

    （１）服務に関する基本原則

① 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

② 信用失墜行為の禁止

③ 秘密を守る義務

④ 職務に専念する義務

⑤ 政治的行為の制限

⑥ 争議行為等の禁止

⑦ 営利企業への従事等の制限

    （２）職員の服務規律の確保

分限処分とは、勤務実績が良くない場合、心身の故障のため業務の遂行に支障がある
場合長期の休養を要する場合等、公務能率を維持するために問題が生じた際、任命権
者の権限で降任、免職、休職、降給させることができるものです。

懲戒処分とは、法律又は条例、規則に違反した場合、職務上の職務に違反し又は職務
を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、免職、停職、減
給、戒告となるものです。

2

内　　　容 平成30年度の状況

0

地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を
挙げて職務に専念しなければならない服務上の義務があります。（地方公務員法第30条）
服務上の義務については他に、次のような規定が定められています。

分限

懲戒

３月超え
４月以下

１月以下

0件

５月超え

0 0

介護休暇取得期間
取
得
者
数

0

　　(３)介護休暇の取得状況（平成30年度）

02

２月超え
３月以下

４月超え
５月以下

休職　18件
いずれも心身の故障による

区分

合計 １月を超え
２月以下

平成31年3月8日 職員の服務規律の確保について

平成30年度においては、次に掲げる通知により、職員の服務規律の確保に努めました。

平成30年12月25日

日　付

年末年始における綱紀の保持について

内　容
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（１）　職員の研修の状況

（２）人事評価制度の実施状況

○　評価の要素 業績評価、能力評価

○　評価対象者 全職員

○　評価の期間 ４月１日から３月３１日

○　評価結果 勤勉手当へ反映（全職員）

昇給へ反映（管理職）

　８　職員の福祉及び利益の保護の状況

　９　勤務条件に関する措置の要求の状況

　10　不利益処分に関する不服申立ての状況

　11　苦情処理の状況

社会保険制度の一環として設けられており、短期給付事業、長期給付事業、
福祉事業を行っています。

区　　分 内　　　　　　　　容実　施　主　体

104人

233人研修所研修
職員研修所において開催される研修
(新任研修、現任研修など)

　７　職員の研修及び人事評価制度の状況（平成30年度）

職員の能力・業績を公正に把握し、能力・実績に基づく人事管理を行うことにより、人材育成に努め、住民サービスの向上を

図ることを目的として人事評価制度を実施しています。

独自研修
年度ごとに作成する研修計画により開催する市役所独自の研修
（新任職員研修、接遇研修など）

東京都市町村職員共済組合

19件

延べ人数

1,021人

区　分 内　　　　　　容

　　平成30年度　　0件

　　平成30年度　　0件

専門派遣研修
専門的知識や能力の向上を図るため、各課からの要望に基づき、他団体
へ研修生を派遣する研修
(国や東京都、その他の団体等が開催する専門研修)

公務災害補償

件数

70件

　　平成30年度は該当ありません。

地方公務員災害補償基金
公務員が公務上受けた労働災害を、公務災害といい、地方公務員災害補償
法に基づく補償を受けます。　（平成30年度認定件数6件）

58件

共 済 制 度
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総数 男性 女性 女性割合

　12　女性活躍推進法第17条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表

管理職の女性の割合（平成31年４月１日現在）

46 41 5

（１）　各職務段階の職員の女性割合（平成31年４月１日現在）

11％管理職数（人）

総数 男性 女性 女性割合

　13　女性活躍推進法第15条第６項に基づく実施状況の公表

部長職 10 10 0 0％

課長職 36 31 5 14％

係員（主事級） 212 94 118 56％

課長補佐職 11 7 4 36％

主任級 231 88 143 62％

係長職 91 70 21 23％

総数 男性 女性 女性割合

計 591 300 291 49％

正規職員採用数（人） 21 9 12 57％

（２）　女性職員の採用割合（平成30年度）
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